
横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 120624

「2012年5月27日公園及び総合庁舎外構に関する説明会」における出席者からの意見・要望と回答

no 意見・要望・確認事項 回　答

1

砂場については、フェンスで囲うなどして、ペットが
入らないように管理してほしい。
砂場を使用する時間帯以外はシートで覆い、ペット
の排泄物で汚れないように管理してほしい。

・砂場にネットを設置しますが、原則として利用者の責任において
ネットの開け閉めを行って頂きます。
・ペットの排泄物等で汚さないなど砂場に関するルールを明記した
サインにて注意喚起を行います。

2
遊具広場については、フェンスで囲うなどして、犬の
散歩等で使えないように管理してほしい。「犬の散
歩おことわり」等のサインも設置すべきである。

・遊具広場全体をフェンスで囲うことは誰でも利用できる公園施設
の主旨にそぐわないため行いません。
・サインについては、利用者に注意喚起を促す内容のものを設置し
ます。主に犬の飼い主などのマナー向上について呼びかける内容
とします。

3
区民花壇については管理に手間がかかるため、設
けるのであれば公園愛護会と協議してほしい。

・公園愛護会と協議し、小規模なものを計画しています。

4
公園トイレは公園の遊具広場南側ではなく、自由広
場付近に設置してほしい。

・自由広場側は、地下駐車場の躯体や、既存樹木の根が障害とな
り、埋設排水管（汚水管）の敷設が不可能です。そのため現状位置
のままとし、公園内サインでトイレ位置を明確に表示します。

5
庁舎敷地南側の既存サクラは、工事の関係で枝打
ちされ、根も傷んでいるように見えるので、この付近
に新植のサクラを加えてほしい。

・既存のサクラの状況や、高木の密度から判断すると、新植を加え
ないほうが適切な状況を維持できると考えられます。また整備後
は、高木だけでなく低木も一体化とした植栽環境となるため、計画
内容に沿って植栽を行うことで、バランスのとれた配植になると考え
ます。

6
瀬谷保育園東側法面は、保育園側に開放するので
はなく、フェンスの位置を法尻に戻して、庁舎敷地と
して管理すべきである。

・フェンスの位置は法面下で整備すると死角が出来て安全を確保出
来ない可能性があるため、上に整備しています。また、法面は子ど
もの遊び場として貴重なため、今までの保育園との協議を踏まえ、
保育園側から使えるように整備しています。法面一帯は今後も保育
園と協力し管理していきます。

7
銅像Aについては、庁舎敷地南側ではなく、公園敷
地内（庁舎2階エントランス付近）に設置してほしい。

・もともと庁舎敷地にあったものであるため庁舎敷地内の移動を原
則とし、設置に適した場所として南側外構を選定しています。公会
堂の南側は、公会堂へのアプローチの一つであり、裏動線という場
所ではなく、植栽も豊かな場所となります。この考え方で作者の了
解も得ており、銅像の設置場所としてはふさわしいと考えます。

8
ケアプラザ西側の園路と、公園側との接続について
説明してほしい。

・公園園路と接続し、レベル差はスロープで解消しています。

9 自由広場に木陰ができるように配慮してほしい。

・公園には新規植栽帯の付近にベンチを設けるので、樹木の枝葉
が成長することにより、少しずつ木陰ができやすい状態になると考
えています。
・隣接する総合庁舎棟は災害時における防災拠点であることから、
自由広場は災害対応ヘリの緊急離着陸場に指定されており、障害
物となる構造物や植栽は可能な範囲で低く抑える必要があります。



横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 120624

「2012年5月27日公園及び総合庁舎外構に関する説明会」における出席者からの意見・要望と回答

no 意見・要望・確認事項 回　答

10
公園内の園路には、植栽帯を直接横断することが
出来ないよう、植栽帯に沿ってフェンスを設けてほし
い。

・公園内を東側から西側に移動するための横断園路を数ヶ所設け
ることと、植栽帯は低木類でその範囲を明確化し園路とは容易に区
別できるようにすることにより、植栽帯の横断を防止します。また必
要に応じてサインにて注意喚起します。
・東側道路側からゆとりのスペースに到る傾斜地の勾配は、園路レ
ベルの関係から従前より緩やかになり、その法肩を植栽帯にてブ
ロックします。

11
保存高木の枝を剪定して、落葉が発生しないように
してほしい。

・越境枝等の除去を含め整姿剪定程度を開園前に実施します。

12
ゆとりのスペースの床は、ゴム系の仕上げにするな
どしてクッション性を確保してほしい。

・すべり台などの遊具の接地部では安全のためゴムチップ舗装を使
用します。
・ゆとりのスペースは適度の弾性が確保できるダスト舗装を使用し
ます。

13
公園内の広場や園路の仕上げは何か。風で飛びや
すいものは避けてほしい。

・それぞれの場所の特性に配慮した仕上げを選定します。ゆとりの
スペースはダスト舗装、公園園路はアスファルト系又はブロック系
の舗装を予定しています。ダスト舗装は、使う砂の粒子が大きめで
防塵性に優れた舗装です。自由広場部分については区で検討中で
す。

14 駐車場を含めた全体の説明を再度行ってほしい。 ・6/24の説明会にて説明します。（資料にも記載）

15
公園の管理は、庁舎側を管理している会社が行う
よう、市で管理手法を検討してほしい。

・横浜市でも公園管理に民間の力を活用する指定管理者制度を採
用した公園はありますが、テニスコートなどの有料施設等のある公
園に限定していますので公園は引き続き土木事務所で管理をして
いきます。

16

瀬谷区の花であるアジサイを植栽することに配慮し
てほしい。瀬谷区の公園らしさを残してほしい。
庁舎外構（南側）についても、アジサイを植えてほし
い。

・区民の多くの方に共通する意見と捉え対応します。主に公園内遊
具広場周辺の主園路、庁舎外構南側の主園路に沿って可能な限り
多くの種類のアジサイを植栽します。

17
北側のクスノキの根元レベルが周辺より高くなる
が、その部分がどうなるか説明してほしい。

・6/24の説明会にて説明します。

18 外灯について説明してほしい。 ・6/24の説明会にて説明します。（資料にも記載）

19
庁舎外構（南側）の道路からの入口部分には、車留
めを設けてほしい。

・6/24の説明会にて説明します。（資料にも記載）

20
公園東側中央の新植栽樹木について、スダジイな
どの葉の茂る樹木を取りやめ、代わりにサクラの本
数を増やしてほしい。

・スダジイを中止し、替わりにサクラとします。




